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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用について

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置については、令和４

年１月１８日付け国東整契第 276 号、国東整技管第 125 号、国東整計第 55 号及び国東整
用企第 122号で東北地方整備局長から通知したところであるが、東北地方整備局の運用を
別添のとおりとするので適切に対応されたい。

担当・問合せ先

（工事・業務） 総務部契約課課長補佐

契約第一係長

（物品・役務） 総務部契約課課長補佐

購買第一係長

（工事） 企画部技術管理課課長補佐

技術審査係長

（業務） 企画部技術管理課建設専門官

工事品質確保係長



別添（工事）

１．適用対象

令和４年２月１日以降に入札契約手続きを開始し、令和４年４月１日以降に契約を締

結する総合評価落札方式による全ての工事を対象とする。なお、技術提案評価型Ｓ型（Ｗ

ＴＯ対象）段階的選抜方式適用工事の一次審査においては対象外とする。

２．評価項目及び配点について

（１）加算点の評価項目に「賃上げの実施に関する評価」を追加する。

（２）（１）の配点は、加算点の満点の５％以上となる最小の整数とする。

施工能力評価型Ⅰ型及びⅡ型の場合は３点（２点※１）、技術提案評価型Ｓ型

及びＡ型は４点（３点※１）とする。

※１ 施工体制確認型を適用しない場合の点数

３入札説明書等への記載及び申請様式について

（１）入札説明書等への記載は、別紙１のとおりとする。

（２）公告時等に配布する申請様式は、別紙２のとおりとする。

４．落札者への周知について

加点を受けて落札者となった者は、事業年度又は暦年（以下、「事業年度等」という。）

終了後、賃上げ実績が確認できる資料の提出が必要となることから、契約担当官等は、

落札決定後、落札者（※２）に対し別紙３を配布し、確認資料の提出を周知徹底するこ

と。

※２ 賃上げに係る加点を受けているか否かに関わらず、全ての落札者に配布すること。

５．賃上げ実績の確認

契約担当官等は、事業年度等終了後、受注者から提出された賃上げ実績に係る資料の

確認作業を行うこととなるが、確認作業及び確認結果の報告方法等詳細については別途

連絡する。

６．賃上げ基準に達していない者について

賃上げ基準に達していない者として財務省から通知された者については、通知があっ

た日から１年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において減点

を行うこととなるが、当該減点は、施工能力評価型Ⅰ型及びⅡ型の場合は４点（３点※

３）、技術提案評価型Ｓ型及びＡ型は５点（４点※３）とする。

なお、通知方法等の詳細については、別途連絡する。

※３ 施工体制確認型を適用しない場合の点数

７．国庫債務負担行為による契約の次回発注工事における加点について

当該加点対象工事は、４ヶ年国債以上で、かつ実質的に事業の同一性が確認される工

事となることから、現時点において対象工事はないと想定しているが、疑義が生じた場

合は、企画部技術管理課へ確認すること。



別添（業務）

１．適用対象

令和４年２月１日以降に入札契約手続きを開始し、令和４年４月１日以降に契約を締

結する総合評価落札方式による全ての業務を対象とする。なお、プロポーザル方式によ

る業務は対象外とする。

２．評価項目及び配点について

（１）技術評価点を算出する評価項目に「賃上げの実施に関する評価」を追加する。

（２）（１）の配点は、技術点の満点の５％以上となる最小の整数とする。

【例】技術点の満点が１０６点の場合、賃上げに係る技術点は６点。

（６点／１０６点＝約５．７％）

３．入札説明書等への記載及び申請様式について

（１）入札説明書等への記載は、別紙４のとおりとする。

（２）公告時等に配布する申請様式は、別紙２のとおりとする。

４．落札者への周知について

加点を受けて落札者となった者は、事業年度又は暦年（以下、「事業年度等」という。

終了後、賃上げ実績が確認できる資料の提出が必要となることから、契約担当官等は、

落札決定後、落札者（※）に対し別紙３を配布し、確認資料の提出を周知徹底すること。

※ 賃上げに係る加点を受けているか否かに関わらず、全ての落札者に配布すること。

５．賃上げ実績の確認

契約担当官等は、事業年度等終了後、受注者から提出された賃上げ実績に係る資料の

確認作業を行うこととなるが、確認作業及び確認結果の報告方法等詳細については別途

連絡する。

６．賃上げ基準に達していない者について

賃上げ基準に達していない者として財務省から通知された者については、通知があっ

た日から１年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において減点

を行うこととなるが、当該入札における減点については、賃上げに係る技術点に１点を

加えた点数とする。なお、通知方法等の詳細については、別途連絡する。

７．国庫債務負担行為による契約の次回発注業務における加点について

当該加点対象業務は、４ヶ年国債以上で、かつ実質的に事業の同一性が確認される業

務となることから、現時点において該当業務はないが、疑義が生じた場合は、企画部技

術管理課へ確認すること。



別添（物品等契約） 

１． 適用対象 
    令和４年２月１日以降に入札契約手続きを開始し、令和４年４月１日以降に契約 

を締結する総合評価落札方式による全ての「物品の製造・販売」、「役務の提供等」に 
係る調達（以下、「物品等契約」という。）を対象とする。 
 なお、令和４年２月１日より前に入札契約手続きを開始する車両管理業務委託も 
対象とする。 
ただし、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した 

   契約の推進に関する方針」（平成 19 年 12 月 7 日閣議決定）に基づく自動車の購入及 
び賃貸借に係る調達及び企画競争方式による調達は対象外とする。 

 
２． 評価項目及び配点について 

（１） 評価項目に「賃上げの実施に関する評価」を追加する。 
（２） （１）の配点は、加算点の満点の５％以上となる最小の整数とする。 

【例】加算点の満点が１０６点の場合、賃上げに係る加算点は６点。 
   （６点／１０６点＝５．７％） 

 
３． 入札説明書等への記載及び申請様式について 

（１） 入札説明書への記載は、別紙５のとおりとする。 
（２） 入札公告時に配布する申請様式は、別紙２のとおりとする。 

 
４． 落札者への周知について 

加点を受けて落札者となった者は、事業年度又は暦年（以下、「事業年度等」と

いう。）終了後、賃上げ実績が確認できる資料の提出が必要となることから、契約

担当官等は、落札決定後、落札者に対し別紙３を配布し、確認資料の提出を周知徹

底すること。 

 ※ 賃上げに係る加点を受けているか否かに関わらず、全ての落札者に配布する 
こと。 

 
５． 賃上げ実績の確認 

契約担当官等は、事業年度等終了後、受注者から提出された賃上げ実績に係る資料 
の確認作業を行うこととなるが、確認作業及び確認結果の報告方法等詳細について 
は別途連絡する。 

 
６． 賃上げ基準に達していない者について 

賃上げ基準に達していない者として財務省から通知された者については、通知が

あった日から１年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札におい

て減点を行うこととなるが、当該入札における減点については、賃上げに係る加算点

に１点を加えた点数とする。 
  なお、通知方法等の詳細については別途連絡する。 

 
７． 国庫債務負担行為による契約の次回発注物品等契約における加点について 
    当該加点対象物品等契約は、４ヶ年国債以上で、かつ実質的に事業の同一性が確認

される調達となることから、現時点において該当する調達はないが、疑義が生じた場

合は、総務部契約課購買第一係へ確認すること。 


